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諮問第１号  道路占用料の改定について 

 

１ 改定の理由 

町道の道路占用料は、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下「政令」とい

う。）に定める国道の道路占用料に準拠するとともに、道道の道路占用料との整合性を図

りながら規定している。 

政令が改正され、令和２年４月１日から国道の道路占用料が改定されるとともに、道

道の道路占用料の改定も行われる予定であることから、これらと併せて町道の道路占用

料を改定しようとするものである。 

 

２ 諮問の額等 

【占用期間が１か月以上の場合】                   （法：道路法） 

占用物件 単位 
占用料 

現行 改定案 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

 

第１種電柱 １本につき１年 ３００円 ３８０円 

第２種電柱 ４７０円 ５８０円 

第３種電柱 ６３０円 ７８０円 

第１種電話柱 ２７０円 ３４０円 

第２種電話柱 ４４０円 ５４０円 

第３種電話柱 ６００円 ７４０円 

その他の柱類 ２７円 ３４円 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１ｍにつき１

年 
３円 ３円 

地下に設ける電線その他の線類 ２円 ２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ２７０円 ３３０円 

地下に設ける変圧器 
占用面積１㎡につ

き１年 
１６０円 ２００円 

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所 １個につき１年 
５４０円 ６８０円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２３０円 ２８０円 

広告塔 
表示面積１㎡につ

き１年 
６７０円 ６７０円 

その他のもの 
占用面積１㎡につ

き１年 
５４０円 ６８０円 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が0.07ｍ未満のもの 長さ１ｍにつき１

年 

１１円 １４円 

外径が 0.07ｍ以上 0.1ｍ未満の

もの 
１６円 ２０円 

外径が 0.1ｍ以上 0.15ｍ未満の

もの 
２４円 ３０円 

外径が 0.15ｍ以上 0.2ｍ未満の

もの 
３３円 ４１円 

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のも

の 
４９円 ６１円 

外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のも

の 
６５円 ８１円 

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のも

の 
１１０円 １４０円 

外径が0.7ｍ以上1ｍ未満のもの １６０円 ２００円 
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外径が1ｍ以上のもの ３３０円 ４１０円 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ

る施設 

占用面積１㎡につ

き１年 
５４０円 ６８０円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

 

地下街及び地

下室 

階数が１のも

の 

Ａ※に

0.005を乗

じて得た額 

Ａ※に

0.005を乗

じて得た

額 

階数が２のも

の 

Ａ※に

0.008を乗

じて得た額 

Ａ※に

0.008を乗

じて得た

額 

階数が３以上

のもの 

Ａ※に 

0.01を乗 

じて得た額 

Ａ※に

0.01を乗

じて得た

額 

上空に設ける通路 ３４０円 ３３０円 

地下に設ける通路 ２００円 ２００円 

その他のもの ５４０円 ６８０円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１㎡につ

き１日 
７円 ７円 

その他のもの 

占用面積１㎡につ

き１月 ６７円 ６７円 

政令第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（アー

チであるも

のを除く。） 

一時的に設けるも

の 

表示面積１㎡につ

き１月 
６７円 ６７円 

その他のもの 
表示面積１㎡につ

き１年 
６７０円 ６７０円 

標識 １本につき１年 ４４０円 ５４０円 

旗ざお 祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

１本につき１日 

７円 ７円 

その他のもの １本につき１月 ６７円 ６７円 

幕（政令第

7 条第 4 号

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

その面積１㎡につ

き１日 
７円 ７円 

その他のもの 
その面積１㎡につ

き１月 
６７円 ６７円 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基につき１月 
６７０円 ６７０円 

その他のもの ３４０円 ３３０円 

政令第７条第２号に掲げる工作物 
占用面積１㎡につ

き１年 
５４０円 ６８０円 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設 

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１㎡につ

き１月 
６７円 ６７円 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物 

及び同条第７号に掲げる施設 
５４円 ６８円 

※ 「Ａ」とは、近傍類似の土地の時価を表す。 
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【占用期間が１か月未満の場合】 

占用物件 単位 
占用料 

現行 改定案 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ３３０円 ４１８円 

第２種電柱 ５１７円 ６３８円 

第３種電柱 ６９３円 ８５８円 

第１種電話柱 ２９７円 ３７４円 

第２種電話柱 ４８４円 ５９４円 

第３種電話柱 ６６０円 ８１４円 

その他の柱類 ２９円 ３７円 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１ｍにつき１

年 
３円 ３円 

地下に設ける電線その他の線類 ２円 ２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ２９７円 ３６３円 

地下に設ける変圧器 
占用面積１㎡につ

き１年 
１７６円 ２２０円 

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所 
１個につき１年 

 

５９４円 ７４８円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２５３円 ３０８円 

広告塔 
表示面積１㎡につ

き１年 
７３７円 ７３７円 

その他のもの 
占用面積１㎡につ

き１年 
５９４円 ７４８円 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が0.07ｍ未満のもの 
長さ１ｍにつき１

年 
１２円 １５円 

外径が 0.07ｍ以上 0.1ｍ未満の

もの 
１７円 ２２円 

外径が 0.1ｍ以上 0.15ｍ未満の

もの 
２６円 ３３円 

外径が 0.15ｍ以上 0.2ｍ未満の

もの 
３６円 ４５円 

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のも

の 
５３円 ６７円 

外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のも

の 
７１円 ８９円 

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のも

の 
１２１円 １５４円 

外径が0.7ｍ以上1ｍ未満のもの １７６円 ２２０円 

外径が1ｍ以上のもの ３６３円 ４５１円 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる

施設 

占用面積１㎡につ

き１年 
５９４円 ７４８円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街及び地

下室 

階数が１のも

の 

Ａ※に

0.0055を乗

じて得た額 

Ａ※に

0.0055を乗

じて得た額 

階数が２のも

の 

Ａ※に

0.0088を乗

じて得た額 

Ａ※に

0.0088を乗

じて得た額 
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階数が３以上

のもの 

Ａ※に

0.011を乗

じて得た額 

Ａ※に

0.011を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 ３７４円 ３６３円 

地下に設ける通路 ２２０円 ２２０円 

その他のもの ５９４円 ７４８円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１㎡につ

き１日 
７円 ７円 

その他のもの 

占用面積１㎡につ

き１月 ７３円 ７３円 

政令第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（アー

チであるも

のを除く） 

一時的に設けるも

の 

表示面積１㎡につ

き１月 ７３円 ７３円 

その他のもの 
表示面積１㎡につ

き１年 
７３７円 ７３７円 

標識 １本につき１年 ４８４円 ５９４円 

旗ざお 祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

１本につき１日 

７円 ７円 

その他のもの １本につき１月 ７３円 ７３円 

幕（政令第

7 条第 4 号

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

その面積１㎡につ

き１日 
７円 ７円 

その他のもの 
その面積１㎡につ

き１月 
７３円 ７３円 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基につき１月 
７３７円 ７３７円 

その他のもの ３７４円 ３６３円 

政令第７条第２号に掲げる工作物 
占用面積１㎡につ

き１年 
５９４円 ７４８円 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設 

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１㎡につ

き１月 
７３円 ７３円 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物 

及び同条第７号に掲げる施設 
５９円 ７４円 

※ 「Ａ」とは、近傍類似の土地の時価を表す。 

※ 占用期間が１か月以上の場合の金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額である。 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（２）経過措置 

   施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 
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音更町附属機関設置条例

平成２２年３月２３日

音更町条例第１号

（趣旨）

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほ

か、町の執行機関が設置する附属機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関と

して、別表の第１欄に掲げる執行機関に、同表の第２欄に掲げる附属機関を設置し、その担

任する事項は同表の第３欄に掲げるとおりとする。

（組織）

第３条 附属機関は、別表の第４欄に掲げる委員をもつて組織し、その任期は同表の第５欄に

掲げるとおりとする。

（委任）

第４条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関の規則

で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

２～５ 略

別表（第２条、第３条関係）

附属機関の属する 委員の 委員の
附属機関 担任する事項

執行機関 定数 任期

町長 （略） （略） （略） （略）

音更町使用料等 使用料及び手数料の額について、 １５人 ２年
審議会 審議を行うこと。

（略） （略） （略） （略）

教育委員会 （略） （略） （略） （略）
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音更町使用料等審議会規則

平成２２年３月２６日

音更町規則第１９号

（趣旨）

第１条 この規則は、音更町附属機関設置条例（平成２２年音更町条例第１号）第４条の規定

に基づき、音更町使用料等審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（委員）

第２条 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから、必要の都度町長

が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任を妨げない。

（会長）

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。

（会議）

第４条 審議会の会議は、会長が招集する。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

（庶務）

第５条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が

別に定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
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平成30年7月1日現在

№ 氏名 所属団体等 備考

1 河　田　さえ子 音更町社会福祉協議会会長 会長

2 坂　井　寛　明 音更町商工会事務局長 会長職務代理

3 太　田　泰　廣 音更町農業協同組合常務理事

4 大　西　　　勉 木野農業協同組合常務理事

5 早　瀬　美恵子 音更町農業協同組合女性部副部長

6 中　谷　真智子 木野農業協同組合女性部副部長

7 向　井　眞知子 音更町商工会女性部副部長

8 渡　邉　慎太郎 音更町商工会青年部部長

9 畠　　　弘　之 連合北海道音更地区連合会会長

10 髙　橋　大　護 音更町PTA連合会会長

11 阿　部　光　江 音更町消費者協会啓発部長

12 大　野　カヨ子 音更町老人クラブ連合会副会長

13 岡　田　哲　男 音更町文化協会会長

14 山　西　信　一 公募

15 住　田　美　緒 公募

音更町使用料等審議会委員名簿

任期２年（平成３０年７月１日～令和２年６月３０日）
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